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その他トピックス 

・ライシャワ 一事件 ( ライシ ャ 

ヮ一 駐日米国大使が 負傷し 、 
治療のための 輸血で肝炎に 感 

染 ) (3 9 年 ) 

C 型 肝炎対策等の 経緯 ( 厚生労働省 ) 
年 代 対 策 

研 究 対 策 
昭和 3 0 年 ・血清肝炎調査研究班 ( 昭和 3 8 年 ) 
  ・「献血の推進について」閣議決定 (3 9 年 ) 

昭和 3 9 年   
昭和 4 0 年 ，オーストラリア 抗原が輸血後 
  肝炎の原因と 証明される 
昭和 4 9 年 ・貴面制度廃止、 血液銀行で血液を 預かって (4 3 年 ) 

運用する預血制度に 切り替え (4 4 年 ) 

，オーストラリア 抗原の検査 法 

確立 (4 5 年 ) 

・ B 型肝炎の母子垂直感染報告 

・厚生省特定疾患 : 難治性の肝炎調査研究班・ 献血血液に対して、 B 型肝炎ウイルス 抗原 (4 5 年 ) 
  4 7 年 ) ( 「科学技術庁 : 血清肝炎の特別冊 (HBs 抗原 ) 検査導入 (4 7 年 ) 
究 」 (4 6 年 ) を引き継ぐ ) 

・預血制度が 廃止され、 輸血用製剤がすべて 
献血で賄われる 体制を確立 (4 9 年 )   

昭和 5 0 年 ・厚生省特定疾患 : 肝炎胆汁うっ 滞調査研究 ・ B 型ワクチン開発協議会発足 (5 0 年 ) 
  班 (5 0 年 ) 

昭和 5 9 年 

・ B 型ワクチン研究開始 (5 1 年 ) Ⅱ科学技 
術 庁の B 型肝炎ワクチン 研究補助」 (5 0 

年 ) を 引き継ぐ ) 

・厚生省特定疾患 : 難治性の肝炎調査研究班 ・ A 型肝炎の診断 & ぴ非 A 非 Ⅰ 

(5  3 年 ) 型 肝炎の存在が 証明される 
，厚生省肝炎研究連絡協議会発足 ( 肝炎対策 (5 3 年 ) 
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0 度、 学、 宮の検討の場 ) (5 4 年 ) 

づ 現在も継続 

・厚生省肝炎研究連絡協議会 rB 型肝炎医療 
機関内感染ガイドライン」をまとめる 
(5 5 年 ) 

・ B 型肝炎の免疫バロプリン ( 抗体 ) の製造 
承認 (5 5 年 ) 

・厚生省肝炎対策推進協議会設置 (5 6 年 ) ・ ( 財 ) ウイルス肝炎研究財団 
設立 (5 6 年 ) 

・厚生省肝炎研究連絡協議会「 HB ウイルス 
無 症候性キャリア 一指導の手引き」をまと 
める (5 8 年 ) 

， B 型肝炎ワクチン 製造承認 (5 9 年 )   
・都道府県に 対して「 B 型肝炎の予防方法」 
を 通知 (6 (@ 年 ) 

・妊婦 HBs 抗原検査に関する 国庫補助開始 
(6 0 年 ) 

・インターフェロンについて B 型慢性活動性 
肝炎に保険適用 (6 1 年 ) 

・血漿分画製剤 ( 凝固因子製剤 ) についてウ ィ   
%6 @% ） 炎都肝 府の道 泉子 肪 に 対に しつ てい 「て 」 医 療を 通 機 関知 １ こ （ け 2 年 6 lB 丑 

・ A 型， B 型肝炎ウイルス 関連検査を保険適， 非 A 非 B 型肝炎の原因が 同月 

用 (6  3 年 ) される (6 3 年 ) C 型肝炎 ウ 

ィルス の発見 
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平成元年 ・厚生省 非 A 非 B 型肝炎研究班 ( 平成元年 ) 
  ( 平成 1 0 年度新興・再興感染症事業に 移行 ) 
平成 9 年 

  
平成 1 0 年 ・厚生科学研究費補助金 : 新興・再興感染症 
  研究事業 (1 0 年 ) 

平成 1 6 年 

・ C 型肝炎ウイルスの 検査 浅め 
発見 (6 3 年 )   

・都道府県及び 医師会に対し「 B 型肝炎患者 
家族に対するワクチン 接種 費 m の医療費 控 

徐に ついて」を通知 ( 元年 ) 
・献血血液に 対して、 C 型肝炎ウイルス 抗体 
検査・ B 型肝炎ウィルス 抗体 (HBc 抗体、 HBs 
抗体 ) 検査導入 ( 元年 ) 

・「肝臓週間」実施 ( 3 年 ) 

・ C 型肝炎ウイルス 関連検査に保険適 m  (4 
年 ) 

・インターフェロンについて C 型慢性活動性 
肝炎効能追加，初回投与のみ 保険適用 (4 
年 ) 

・献血血液に 対して・第 2 世代 HCv 抗体検査 
法 (PHA 法 ) を導入 (4 年 ) 
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・非活動性の C 型慢性肝炎にインターフェ 口 

ンの 保険適用 (9 年 )   
・ B 型肝炎母子感染防止事業の 一般財源化 

(1 0 年 ) 

・献血血液について、 B 型肝炎及び C 型肝炎， ( 社 ) 日本肝臓学会が「肝が 
ウイルスについて 核酸増幅検査 (NA 刊を導 ん白書Ⅰを発表 (1 ] 年 ) 

入 (1 1 年 ) 

与 に保険適用Ⅱ 2 年 )   
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年 ) 
・ 肝 悪性腫瘍に対するラジオ 波 焼灼 術 に保険 
適 f  (mm  ] 6 年 ) 

・ B 型慢性肝炎及び B 型肝硬変に ささプ ジン 

とアデホ ビルの併用療法の 保険適用 (1 6 

年 ) 
・ C 型慢性肝炎にリハビリン とぺグ インター 

フェロ ン の 併 m 療法に保険適用 (1 6 年 ) 
・ C 型肝炎ウイルス 検査受診の呼びかけ ( フ 

イ ブリ / ゲン製剤納入 先 医療機関名の 公表 ) 
(1 6 年 ) 

・事業主団体等に 対して「職場における 肝炎 
イ ウ ルス感染に関する 留意事項について」 
6 通知 (1 6 年 ) 
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「肝炎対策に 関する有識者会議」報告書について 

Ⅰ さる 3 月 30 日、 第 5 回「肝炎対策に 関する有識者会議」が 開催され、 厚生労働省な 

どのこれまでの 肝炎対策の総点検の 結果皮 ぴ 将来に向けての 提言が盛り込まれた 報告書 

ほ つい． て 取りまとめる 方向でおおよその 合意が得られた。 その後若干の 修正を経て 、   本 

  
日 、 報告書が取りまとめられた ( 報告書の概要性別紙 1 ) 。 

0  有識者会議の 棲討の経緯 
・ 我が国の C 型肝炎の持続感染昔は、 lW0 万人から 200 万人存在すると 捷足 されているが、 感染の自覚 

がない者が多く ， さらに近年の 知見に ょ れば、 感染昔の中から 肝硬変や肝がんへ 移行するものがあ る 

ことが判明した。 
  こうした状況の 中、 旧厚生省は、 平成 12 年 11 月 1 目、 省内に「肝炎対策プロジ ニ クトチニム ] を 殻   
宣 し．、 関係部局を横断した 総会的な対策の 検討に着手。 その 男 Ⅰ国会諾は同日開催・され、 外部の専門 
家からなる 「肝炎対策に 関する有識者会議」 ( 委員は別紙 2 ) を設置し、 その意見を踏まえて 対応を 
検討することを 決定。 

・ 有識者会議は、 平成 12 年 11 月 30 巨に第 1 回を開催し、 以来、 約 5 か 月間、 5 回にわたって 専門の立 

劫から検討・この 間、 患者団体や学会・ 研究者、 地方行政機関与からの 意見聴取を実施。 

O  有識者会議の 開催状況 
・ 第 ェ国 平成 1 2 年 1   Ⅰ 月 3 0 目 

肝炎に対する 現状や肝炎に 関する疫学的状況、 今後の肝炎対策について 検討 
・・第 2 回 平成 1 2   年 1 2 月 2 エ目 

参考人 ( 患者，学会・ 研究孝友 ぴ 行政 ) からの意見聴取 
・第 3 回 平成 1 3 年 i 月 2 9 日 

これまでの議論に 妾 づき論点整理 
  第 4 回 平成 1 3 年 2 月ユ 2 日 

「肝炎対策に 関する有識者会議」の 報告善作成に 向けた骨子実に 基づく検討 
  第 5 回 平成 1 3 年 3 月 3 0 日 

「肝炎対策に 関する有識者会 勒 」報告言について 検討、 取りまとめ 

2  有識者会議 @ 解散することとなったが、 厚生労働省としては、 報告書を踏まえ、 関係 

機関等と相互に 協力しながら、 国民一般に広ぐ 普及啓発の充実を 図るなど、 肝炎対策の 

一層の充実に 取り組む。 

3  なお、 有識者会議の 意見を踏まえ、 「平成 8 年の [ 輸入非加熱血液凝固因子製剤に ょ 

る HIV 感染に関する 調査 ] の対象となった 非加熱血液凝固因子製剤」及 び はれと 同 

等の リスクを有する 非加熱製剤を 投与された非血友病患者」についてほ 、 既に感染実態 

把握のための 研究に着手。 平成Ⅱ年度の 厚生科学研究費補助金の 公募については、 肝炎 

研究についての 推進すべき研究分野を 明示して公募を 開始。 国民一般等については、 近 

日中に問答 案 (Q&A) を作成して、 提供する予定。 ま た、 都道府県等の 担当者にっ ぃ 

てほ 、 今回の有識者会議の 趣旨とこれを 受けた対策についでの 説明・協議の 場を早急に 

設ける予定。   

平成コ 3 年 4 月 9 日 

照会先 
厚生労働省大臣官房厚生科学課 

担き ・内親 ) 新木 (3 80 6) 磯貝 (3 8 07) 

俺 ;S) W 表 ) 03 (5253) 「 1 1 「 
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肝炎に関する 基本的な知見 

0  ウィルス肝炎の 種類 
‥ A 型、 日 型 、 C 型 肝炎が代表的。 このうち、 慢性肝炎から 汗硬変 、 肝がんへと 移 

行 する可能性があ るのは、 B 型、 C 型肝炎。 

0  肝炎ウイルスの 感染経路 
，献血時の検査の 導入によ り、 輸血その他の 血液製剤の投与による 肝炎の発生は、 
限りなくゼロ。 ぶ 

・ B 型肝炎は、 血液感染の他に 母子感染や性行為による 感染。 

・ C 型肝炎 は 、 血液感染以覚の 感染の可能性 は 極めて低い。 

  

3 

4 

0  B 型、 C 型 肝炎ウイ }L ス による感染者の 数 ， ・感染率 

・我が国の B 型肝炎ウイ ソ レスのキャリアは ; 120 万人～ 140 万人で、 母子感染や乳 
・幼児期の感染の 場合が大部分と 推定。 

・我が国の・ C 型肝炎ウイ ソ L 大のキャリアは、 100 万人～ 200 万人と推定。 40 歳代以   

  上 で高く、 年代が高くなるほど 高くなる傾向があ る。 

0  C 型肝炎ウイルス 感染者に対する 治療等   

，インターフエロン 療法については、 ら イルスの遺伝子型、 量 、 肝炎の病期などを 

適切に選択することによって、     ウイ ソ   レスの排除、 あ るいは肝炎の 症状軽減や進行 
を 遅延させることができるが   T 発熱等の副作用もあ ることから、 投与にあ たって 

l ま 十分な説明と 同意が必要。 

・リバ ビ リン ( 抗 ウイルス 剤 ) とインターフェロンの 併用による治療効果の 向上に 

期待。 

  これまでの肝炎対策 

，これまで「研究」、 「血液製剤等の 安全管理」、 「普及啓発」などを 中心に対策を 

推進。 
，献血血液については、 新しい検査法の 導入により、 また血漿分画製剤 ( 血液凝 

固因子製剤・ ) については、 新しい処理工程の 導入により、 感染例は報告なし。 

今後の肝炎対策 

0  基本的な考え 方 
。 肝炎による健康障害を 回避することが 可能であ ること及び感染者に 封 ずる偏見 

や差別を防ぐという 観点から正しい 知識の昔 及 が重要。 
ム @ " ブ 。 C 型肝炎ウイルズ 感染者の数 は 極めて多く、 感染率等の要素を 勘案して、 あ る 

程度対象集団を 絞り込んだ、 章魚的、 迅速な対応が 必要。 
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・ 日型 肝炎についても 念頭に置いた 対応が必要。 

0  国民一般への 対応 

・普及啓発 ( 正しい情報の 提供とその活用 ) について、 国民向けに C 型肝炎に関す 

  る 問答案 (Q&,A) を作成し提供。 行政関係者や 医療従事者向けに、 学術団体等 

が作成した検査指針や 治療指針を提供。 
，相談指導については、 医療機関のほか 保健所、 市町村保健センター 及 び 地域産業 

保健センタ一の 健康相談窓口等を 活用。 なお、 プライバシ一の 保護や経済状況等 

に配慮。 
，スウリーニンバ 検査についてほ ，その方法について 研究を進める。 さらにその 成 

果を踏まえ，地域や k  "  職域における 現 何の健康診断守の 片 "  な 仕組みの活用を 引き続さ し仝Ⅰ 検 

討   
，研究についてほ、 C 型 肝炎ウイルスワクチンの 開発、 C 型肝炎等の効果的な 治療 

  汝等の開発を 推進。       

・診療については、 治療指針等医療機関への 周知や専門医療機関の 確保が重要。 
・予防，感染経路の 遮断については、 血液透析患者の 感染予防めためのマニュアル 
等の見直しや 肝炎ウイルス 検査法の標準化、 院内輸血の安全性の 十分な確保が 必 

要 。   

0  感染率が一般より 高いとされる 集団への対応 

以下の集団への 対応については、 国民一般への 対応と併せて 次のとおり考えるべ 
き。 

・ c 及び d のうち非血友病患者については、 感染の実態等の 把握のための 研究を早 

期 に実施。 
・ b 、 g 及び血友病患者については、 感染経路の遮断の 徹底による新規感染の 防止。 

，む e 、 f 、 h ～ j については、 普及啓発等の 対策を特に充実強化して 支援。 

一 )a. 1992 ( 平成 4  年以前に輸血を 受けた者 
b. 長期に血液透析を 受けた者 
c. 輸入非加熱血液凝固因子製剤 ( 平成 8 年「非加熱血液凝固因子製剤による 井 血友病 

  HIV 感染に関する 調査 ョ 0 対象製剤 ) を投与された 者 

ll 

d. c と同様のリスクを 有する非加熱血液凝固因子製剤を 投与された 者 
e. フィブリノゲン 製剤 ( フィプリン 糊 としての使用を 含む ) を投与された 者 
f. 大きな手術を 受けた者 
田 臓器移植を受けた 肴 
h. 薬物乱用者、 入れ墨をしている 着 
      ボディピアスを 施している 肴 
J. その他 ( 過去に健康診断等で 肝機能検査の 異常を指摘されているにも 関わらず、 その 

後 肝炎の検査を 実施していない 者、 感染宇の高い 地域に住んでいる 者等 )   

0  その他 
・血液製剤等に 由来する医薬品等により 今後新たに生じ 得る健康被害に 関して健康 

被害救済の新たな 枠組みについての 研究が必要 

5  おわりに 
・これまでのウイルス 肝炎対策は概ね 適切だが、 感染率の高い 集団に対する 呼びか [7. 

や昔 及 啓発についてほ、 最優先で取り 組むべき。 

" 報告書を踏まえ 順次対策を実施し、 その状況を公表すべき。 

( 事務局作成資料 ) 

Q り 
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肝炎対策に関する 有識者会議名簿 

( ⑥座長、 0 副 座長 ) 

四郎 a いいの しろう ) 聖マリアンナ 医科大学教授   

裕正 ・ ( いしい ひろまさ ) 慶庭 義塾大学医学部教授 

道太郎 ( うらかわ みち たろう )  早稲田大学法学部教授 

遠藤 久夫 ( えんど う ひさお ) 学習院大学経済学部教授 
  

  戸戸   洋人 ( きし ひろと ) 読売新聞社論説委員 

寮藤 英彦 ( さいとう ひでひこ ) 名吉屋大学大学院医学研究科教授 
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C 型 肝炎等緊急総合対策 
資料 3 一 3 

  

平成「 7 年度予算額 ( 案 ) 51 億円 (16 年度予算 64 億円 ) 

1 基本 - 酌 、 な考， え方   
①肝炎による 健康障害を回避することが 可能であ ること及び感染者に 対する偏見や 差 

別を防ぐとしう 観点から正しい 知識の昔 及 が必要 
② C 型肝炎ウイルス 等感染者の数は 極めて多く、 感染率等の要素を 勘案して、 あ る 程 

庁 Ⅰ LL 込んだ、 重点的 迅 的な 、 応が必 

「・国民に対する 普及啓発 ヰ日談 指導 め 充実 ｜ 

①国民に対する 音波啓発 
②地域や職場等における 相談機会の確保 
③相談事業の 実施 

  だ ，現行 め 健康診査体制を 活用 は た肝炎ウィルス 検査等 め 実施，。 1 

（ 

事業発足から 3 年経過したことなどから、 過去の実績を 踏まえて対象者数を 見直し 
このため、 検査関係全体予算額が H16:57 億円 づ H17:43 隠月に減少 ( ム 14% 円 ) ） 

①老人保健事業における 肝炎ウイルス 検査等の実施 
②政府管掌健康保険等の 生活習慣病予防健診における 肝炎ウイルス 検査の実施 
③保健所等における 肝炎ウイルス 検査の実施 
④健康保険組合、 職域における 健康診断の勧奨 

  " 。 @ 、 蔑 : 洛 寝方法等   め 研究開発及 び 診療体制の整備 1 

肝炎，肝硬変・ 肝がん等の予防及び 治療法の研究開発に 関する予算額を 大幅に増額 
(H16:7.4 億円 づ H17:7.9 億円 ) し 、 一層の推進を 図る 

①肝臓病の新たな 治療方法等の 研究開発 
②有効性が明らかに 優れた新薬等の 実用化の推進 

  ィ、 ノ ト力コン関係の 保険適用の拡大 ( 膝 アルとの併用療法 (Hl3.12L 、 投与期間制限の 
撤廃 (H14.2) 、 イゲインタ つ ェロ ン の保険適用 (Hl5.12) 、 パバ イ ントフェロ ンと i 」 Al ゼル との併用 
療法 (H16.12)) 

，生体部分 肝 移植の成人への 保険適用の拡大 (H16.1) 
・ 肝 悪性腫瘍に対する ラゾオ波 焼灼療法に医療保険を 適用 (H16.4) 

③治療指針の 普及促進や治療体制の 整備 
、 臨床研究班による 肝炎治療の標準化とその 普及による肝炎治療体制の 整備 
・独立行政法人国立病院機構長崎医療セント 中心に診断・ 治療法の開発・ 研究を実施 

・地域がん診療拠点病院の 整備 

  な 予防、 。 感染経路 め 遮断 

①院内感染対策のための 医療従事者講習会 
②相談窓口事業の 実施 
③輸血における 新しい検査法の 標準化、 院内輸血指針の 策定 

" [  " 1  " 『 " 1  " 一 " ]  " q  " ]  " I  " ]  " 一 " [  " ロ " 一 " 一 " 一 " [ 

l C 里 肝炎のぼ 査 ; 着疽は卸争 の 一 摩の充実 ぎ脅 るため， 今ゑ ・新た 仁享 岡家 によ る ぼ 討を 1 
  

; 男軍 午至 千早早生母 至 Ⅱ 雙 どま生空 そモ牢 ， 1  , 一・一・ [  . 一・一・～・ [  .j 
  




